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財 政 第 １ ８ ０ 号 

令和５年１０月１２日 

 

 各 課 等 の 長 様 

 

総 務 部 長 

 

令和６年度予算編成方針（依命通知） 

 

令和４年度は、コロナ禍から徐々に社会経済活動の正常化が進みつつある一

方、国際的な原材料価格の上昇や円安の影響等によるエネルギー・食料価格の高

騰など、本市経済を取り巻く環境に厳しさが増す中で、８月には山形県で初めて

の大雨特別警報が発表され、本市においても記録的な豪雨により、道路や農地な

どに大きな被害を受けたものの、決算においては、特別交付税が見込みよりも大

きく上振れしたことなどで、実質単年度収支が０．８億円とかろうじてプラスの

結果となった。 

しかしながら、この先、市庁舎建替事業の旧庁舎解体費や市立病院建設事業

の医療機器整備のために発行した市債が短期間での返済になることに加え、統合

中学校の整備やコミュニティセンターの建替等の大規模事業の実施が控えている

ため、本年２月に公表した「今後の財政見通し」では、令和８年度まで実質単年

度収支の大幅なマイナスが続くと見込んでおり、更に今後も物価高騰による市民

生活への影響が長期化すると予想されることから、この間の財政運営は非常に厳

しいものになると考えている。 

このような中、令和６年度は「米沢市まちづくり総合計画」の集大成となる

「第５期実施計画」の初年度であり、前述した大規模事業の確実な実施のほか、

市政の様々な課題に果敢に取り組むべき重要な年である。総合計画が目指す将来

像の実現に向けて、新たな実施計画に掲げる施策を着実に推進するためには、こ

れまで以上に財源の確保や既存事業の見直しを含めた更なる歳出削減を図り、中

長期的に健全で持続可能な財政を維持していかなければならない。 

これらを踏まえて、職員一人ひとりがそれぞれ市政における課題と厳しい財

政状況をしっかりと認識した上で、互いに知恵を出し合いながら、前例踏襲を打

破し、斬新かつ柔軟な思考と創意工夫をもって、令和６年度の予算編成に当たる

よう命により通知する。 
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令和６年度予算編成要領 

 

１ 基本方針 

（１）エネルギー価格・物価高騰への対応  

エネルギー・食料品等の物価高騰に係る経済対策や生活支援事業にあっては、

現時点で令和６年度以降の国の支援のあり方が未定であるため、国や他自治体

の動向を注視しながら事業効果等を十分に検証した上で、真に必要と認められ

るものに限り要求を認める。  

なお、国の臨時交付金が継続される場合など、その交付対象や使途に適合し

た国の財政措置がある場合には、その財源を活用して実施することを原則とす

る。  

また、物価高騰の影響により、各施設の維持管理などにおいて、燃料費、光

熱水費などの経常経費が増加することが見込まれるが、従来からの経緯や慣行

にとらわれず、必要に応じて、仕様の変更による事業費の抑制や、代替手法の

検討、適正な負担率を考慮した受益者負担の増加など、単に歳出の増加だけで

はない手法が選択できないか、十分に検討を行った上で要求すること。  

（２）第５期実施計画登載事業の推進  

「米沢市まちづくり総合計画」に掲げる本市の将来像を実現するため、第５

期実施計画登載事業については、仮査定結果に付された条件を踏まえ、再度内

容の精査を行った上で予算要求すること。実施しないとされた事業の復活要求

は、既存事業の見直しによる歳出削減や新たな財源確保などの確実なスクラッ

プ効果を条件としない限り認めない。  

なお、実施計画要求後の状況等の変化によって新規事業の要求や事業費の修

正が必要な場合は、重要施策に関わるもので相当の事業効果が期待される事業

に限り、実施計画への登載を政策企画課と調整した上で予算要求を認める。  

また、実施計画登載事業にあっても、燃料費や光熱水費等の増加を含めた物

価高騰対策等の財源確保の観点等から、事業の先送りや縮小・廃止を含めた検

討を行った上で要求すること。  

（３）行財政改革の取組の強化  

中長期的に健全で持続可能な財政を維持するため、令和２年度までを計画期

間とする「米沢市財政健全化計画」に掲げていた施策は今後も継続して実施す

るとともに、新たな歳入の確保に加え、既存事業の見直しをさらに進めること。

なお、令和６年度は枠配分（マイナスシーリング）の設定を行わないが、効率



 

‐3‐ 

的・効果的な事業の展開を十分に検討し、施策・制度の抜本的見直しや優先順

位による事業の取捨選択を積極的に行った上で、適正な予算要求を行うこと。

見直しに当たっては、職員の人件費（長時間労働の是正を含む）も事業コスト

として考慮し、継続的に実施してきた事業は効果や必要性を十分に検証し、所

期の目的を達成した事業については、廃止を前提に検討すること。  

 

２ 重点事項 

（１）議会等からの提案や意見への対応  

議会からの意見、要望については、財政課が取りまとめて庁内の情報共有を

図っているが、それに加え、市民等からの意見、要望についても内容を適切に

把握した上で対応を検討し、新たに予算措置が必要な場合は、適正な予算要求

を行うこと。  

（２）予算見積りの精度向上  

予算見積りに当たっては、過去の実績や制度改正、対象者数の増減などを的確

に把握して論理的に積算すること。特に、多額の不用額が生じている事業は、不

用額が生じた要因を分析し、本年度の執行状況や決算見込みを考慮した上で、予

算要求を行うこと。なお、増額要求する場合は、その理由を論理的かつ合理的に

説明し、要求書や資料に必ず記載すること。理由等説明のない予算要求は認めな

い。 

（３）先進事例の活用  

他自治体の先進事例を幅広く研究し、行政のデジタル化、 PPP・ PFI などの民

間活力の活用、企業版ふるさと納税の活用拡大、クラウドファンディング、ネ

ーミングライツの導入、広告収入の拡大、遊休資産の売却活用等の新たな施策

に積極的に取り組み、将来的な財源の確保と事業の効率化を図ること。そのた

めに必要な経費については、優先的に予算計上する。  

（４）長時間労働の是正  

時間外勤務等の縮減については、毎年度当初に総務課より通知を発出し、時

間外勤務等の上限時間を設けるなどして全庁的に取り組んでいるが、時間外勤

務等時間数は高止まりしている状況にある。所属長は、働き方改革やワーク・

ライフ・バランスの推進に対する強い取組姿勢を持ち、時間外勤務等の根本原

因を洗い出し、分析による業務量自体の削減や合理化、職員間での業務量の偏

り是正など、当初予算編成に合わせて時間外勤務等縮減に向けた取組を検討し、

業務の効率化を図った上で、必要最小限の財政支出に止めるよう、職場マネジ
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メントを強化すること。  

（５）財源の確保  

執行段階で補助金等が確保できないといったことがないよう、国や県、その

他の補助制度の内容を詳細に確認した上で予算要求を行うこと。また、各自治

体に共通の課題であり、補助制度の構築が必要と考えるものについては、国や

県に対し制度設立の要望を行うなど、財源の確保に努めること。さらに、超過

負担が発生しないよう、予算総額の確保をはじめ、実施単価と補助基準単価と

の乖離是正等を国や県に働きかけること。  

（６）施設の安全かつ適切な維持管理  

施設の点検結果等により市民の生命や安全に関わる瑕疵が発見された場合は、

その緊急性を勘案して適切に予算要求するとともに、特に緊急性が高い場合は、

年度内の予算措置を含めて速やかに財政課と協議すること。なお、公共施設の

大規模改修については、個別施設計画または実施計画への登載事業を除き原則

として予算要求を認めない。  

（７）通年予算としての当初予算  

年間の需要額を適切に見込んだ通年額として予算要求を行うこと。年度中途

の補正は、制度改正に伴うものや災害対応等の緊急を要するもの、真にやむを

得ないもの以外は予算要求を認めない。  

 

３ 今後のスケジュール 

予算編成方針通知        10 月 12 日（木）  

各課等予算要求書提出期限    11 月 10 日（金）  

各課等第１次内示        12 月上旬  ～  随時  

財政課長査定          12 月上旬  ～  12 月 22 日（金）  

総務部長査定           1 月 9 日（火）～   １月 11 日（木）  

市長査定             1 月 17 日（水）～   １月 19 日（金）  

議会内示（新年度予算説明）    2 月 7 日（水）  

※  上記は予定であり、決まり次第別途連絡するものとする。また、特に総務

部長査定以降において、日程調整がスムーズに行われるよう、部課長が揃

う日を予め調整しておくこと。  


